


食品衛生はかつて食物衛生ともいわれ，個人衛生的な性格が強かったが，
今日では食生活そのものが，非常に複雑な社会構造のもとに成り立ってお
り，食の内容が見えにくくなっている。一般に仕事の分業化が進むと，誰
もが守るべき約束，すなわち法律によって処理される。法の施行にあたっ
ては細かい規則，すなわち食品においてはそれぞれの規格・基準を定め，
行政と深い関わりを持つようになる。食品衛生上の規格基準設定の本来の
目的は，食品による危害防止にあるが，同時に食品産業の健全な発達と，
一日も欠かすことのできない食料の安定供給にある。
一方，食料の生産，流通，消費のすべての過程において，安全性，健全
性，完全性が今日ほど強く求められた時代はない。その背景には，日本の
少子・高齢化とともに，国際化がある。今や，わが国の食料自給率は約
40％と，食料の大半を外国に依存しているが，このことは諸外国の抱える
衛生上の諸問題が食料とともに直接日本に侵入し，大きな社会上の問題と
なることを忘れてはならない。
栄養士，管理栄養士の活躍の場は，病院における食品・栄養についての
患者との対応，学校・事業場等の給食活動，各種の食品企業における商品
開発と管理，公的機関における食品衛生監視員としての活躍等，それこそ
生産から消費に至るすべての領域にわたっており，その中で求められる役
割は非常に強くなっている。こうした難しい時代，複雑な食環境の中で，
栄養学および食品衛生学を車の両輪として捉えた栄養士，管理栄養士が真
の食の専門家として社会の要望に応えていくことを期待している。

2002年10月

宮沢　文雄
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本書は多くの管理栄養士・栄養士養成施設で採用され，ご好評を得てお
りますが，初版から 9年を経た2011年には，大幅改稿により新版に改めま
した。その新版からさらに 9年が経過し，その間には食品衛生法の改定，
施行規則の改正などがあり，社会の要望にも大きな変革が認められてきま
した。また，管理栄養士国家試験ガイドラインの改定も行われ，管理栄養
士・栄養士の社会的使命がよりいっそう高度に求められてきました。今回，
これらの法令に沿って内容を見直すとともに最新の情報を盛り込み，新ガ
イドラインに準拠した新訂版といたしました。すなわち，食品の安全性で
は HACCPの義務化，容器・包装のポジティブリスト制度についても触れ，
また近年問題となっている薬剤耐性菌についても新たな項目を設けるなど，
新たに注目される項目について追加いたしました。また，国際間の食品の
流通が以前にも増して拡大してきていることを踏まえ，国際的機関の役割
についても触れました。
食に関する専門家である栄養士・管理栄養士が社会で活躍するための基
礎的な知識だけでなく，人の健康や命を大切にする大きな担い手となるこ
とも視野に入れ，記述に心がけました。
管理栄養士・栄養士の社会的使命を大切にした初版の精神を活かし，内
容をより充実いたしましたので，これまでと同様に多くの学校で教科書と
して採用していただけるものと確信しております。

2020年 5 月

伊藤　武

新訂の序
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食物がヒトの健康な生活維持のために不可欠であることはいうまでもないが，単に
ヒトの生命を維持するものというのではなく，食物は十分に供給され，栄養的に富み，
同時に，有害な物質を含むものであってはならない。特に有害な物質を含むものは，
仮に食物の形をなしていたとしても食物ではありえない。
世界保健機関（World Health Organization：WHO）の環境衛生委員会では「食品衛

生（Food Hygiene）とは，食品が生育，生産および製造から最終的に人に摂取される
までのすべての段階において，安全性，健全性および正常性を確保するために必要と
するあらゆる手段をいう」としている。すなわち，食品の生産から消費にいたる
Farm to Table といわれるフードチェーンのすべての段階において必要とする衛生的
な手段である。

１ ．食の安全対策と食品安全基本法
1946（昭和21）年に公布された憲法第25条では，「すべての国民は，健康で文化的な

最低限度の生活を営む権利を有し，国はすべての生活部面について社会福祉，社会保
障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」といっている。人が健康な
生活を営むために，国はさまざまな基本的な考えを法律として整え，これを具体的な
行政施策として実施している。
食品衛生法は1947（昭和22）年に制定されたが，その第 1 条（目的）には「この法

律は，食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講
ずることにより，飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し，もつて国民の健康の
保護を図ることを目的とする」とある。飲食物による人々の健康維持を推進していく
ために，食品による健康被害の未然防止の立場から様々な対策が施行されてきた。し
かし，1996（平成 ８ ）年には腸管出血性大腸菌O１57による大規模食中毒の発生，2000

（平成12）年には大手の乳業企業によるブドウ球菌食中毒など，これまでの衛生対策
の推進からは予期されない食品事故が発生し，社会問題に発展した。また，2001（平

成13）年に発生したウシ海綿状脳症（BSE）を機に，食の安全問題に対する危機管理
体制が問われ，政府の施策が後手に回っているとして国会で厳しく追及された。また，
環境化学物質であるダイオキシン類などの内分泌かく乱化学物質による環境汚染が，
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衛生上の問題として提起されるようになってきた。
飲食にかかわる諸問題は，その国の食習慣や社会事情によって著しく異なる。特に

わが国では，高齢化が急速に進み，食料生産の場である農村人口が急速に減少する一
方，国際化に伴い輸入食品は増大し，カロリーベースとして約60％を超えるように
なった。加えて食品製造用機械，包装資材，食品添加物，農薬などの利用，新興・再
興感染症など各種微生物による健康障害などによって，食環境は目まぐるしく変化し
ている。このような多岐にわたる食品衛生上の問題は，個人による対応よりも国家・
社会全体でとらえるべきものが非常に多く，政府は行政機関の整備を図り，常により
良い食品および安全性の追求など，研究開発と監視・指導をもって，社会のニーズに
応え，解決を図っていかなければならない。

こうした背景のもとに2003（平成15）年に食品衛生法が大改正され，同年それに先
立ち食品安全基本法が制定された。その基本的理念は，① 国民の健康保護を最優先
とした食品安全を図ること，② 食品の供給行程のすべての段階で安全確保のための
適切な措置をとること，③ 国際的動向および国民の意見を踏まえ，科学的知見に基
づく食品安全が図られること，としており，国，地方公共団体，食品事業者の責務お
よび消費者の役割を明示している。

食品安全基本法に従い内閣府に設置された食品安全委員会は，毒性学，微生物学，
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有機化学，公衆衛生学，食品生産流通と消費者意識，情報交流分野の専門家からなり，
内外の情報を収集するとともに，研究成果をもとに，食品の安全確保についての重要
事項を審議・評価し，関係大臣の諮問に応え，施策について勧告を出すことや，必要
のあるときには関係機関に意見を述べることができる。

健康な生活を確保するための関連法としては，食品衛生法のほかに公害対策や自然
環境対策などの環境保全法がある。また，199８（平成10）年には伝染病予防法が廃止
され，感染症法（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律）が制定された。
その他，国民年金，国民健康保険，生活保護や医療，薬事などの社会保障・厚生関係
法，また労働安全や健康保険，厚生年金に関連して労働法などがある。

前述の2003年の食品衛生法の大改革から約15年が経過し，世帯構造の変化を背景に
調理食品や外食・中食への需要が拡大する等，食のニーズが多様化するとともに，輸
入食品の増加など食のグローバル化も進展してきた。一方，食品流通の拡大により，
腸管出血性大腸菌等による広域的な食中毒の問題や，健康食品に起因する健康被害な
どの発生も認められ，食品による健康被害への新たな対応が課題となった。さらに
2020（令和 2 ）年に東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されていたこと
から，国際基準と整合する衛生管理も求められている。このような現状や課題に対応
した食品の安全性確保のために，201８（平成30）年に食品衛生法が大幅に改正された。
改正のポイントは下記の通りである。

①　広域におよぶ食中毒への対策強化
②　原則全ての事業者に HACCP（ハサップ：Hazard Analysis and Critical Control 

Point）に沿った衛生管理を制度化
③　特定の食品による健康被害情報の届出を義務化
④　食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度導入
⑤　営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し
⑥　食品リコール情報の行政への報告を義務化
⑦　輸出入食品の安全証明の充実
本改正の詳細については条例や政令の改正も伴うため，検討が進められているとこ

ろであるが，改正された項目は順次 1 ～ 3 年以内に施行され，食品衛生行政は新たな
時代を迎えることになる。

２ ．食品安全委員会とリスクアセスメント
食品安全基本法では，食品の安全を確保するための基本理念として，ハザードやリ

スクおよびリスクアナリシス，リスクアセスメント，リスクマネジメント，リスクコ
ミュニケーションの概念を導入している。食品において健康被害を起こす因子をハ
ザード（危害）と称する。食中毒菌や腐敗微生物などの生物的ハザード，有害化学物質，
残留農薬，カビ毒などの化学的ハザードおよびガラス片や食品製造機器の金属片など
の物理的ハザードがあり，ハザードによる曝露の結果生じる，人の健康被害の発生率
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や重篤性をリスクと呼ぶ。
リスクアナリシス（リスク分析）は，ヒトがハザードを摂取したことによる健康被

害の可能性がある場合，その発生を防止し，それによるリスクを最小限にするための
枠組みである。リスクアセスメント（リスク評価：食品健康影響評価）は各種のハザー
ドによる人の健康被害の確率や程度などを，科学的に推定することである。リスクマ
ネジメント（リスク管理）はリスク低減化のための政策・措置のプロセスである。食
品安全委員会がリスク評価を行い，リスク管理は厚生労働省と農林水産省が実施政府
機関である。そして，リスク分析の全過程において，リスク評価者，リスク管理者，
消費者，事業者，研究者，その他関係者間で情報および意見を相互に交換（リスクコミュ

ニケーション）し，食品の健全性（有益性）と健常性（安全性）を高めていくための施
策が行われている。すなわち，人々が健全で安全な食生活を営むために政府機関，地
方自治体，事業者，消費者すべての関係者が協調して推進していくことが重要となっ
ている（図 1 － 2 ）。

　内閣府に設置された食品安全委員会が，科学的知見に基づいて，食品健康影響評価（リスク評価）
を行います。
　その結果に基づいて，関連行政機関である厚生労働省，農林水産省，消費者庁が規制等の措置（リ
スク管理）を実施します。
　また，施策の策定に当たり，リスクの評価者・管理者，消費者，事業者など関係者相互の情報・
意見の交換（リスクコミュニケーション）を行います。

食の安全への取り組み（リスク分析）

リスクコミュニケーション

リスク評価 リスク管理

食品安全委員会 厚生労働省 農林水産省 消費者庁
・リスク評価の実施
・リスク管理を行う行政機関へ
の勧告

・リスク管理の実施状況のモニ
タリング

・内外の危害情報の一元的な収
集・整理 など

・検疫所
・地方厚生局
・地方自治体保健所など

・地方農政局
・消費技術センター など

食品安全基本法 食品衛生法 など

食品の衛生に
関するリスク管理

農薬取締法
飼料安全法 など

農林・畜産・水産に
関するリスク管理

食品衛生法
健康増進法 など

食品の表示に
関するリスク管理

・食品の安全性に関する情報の公開
・消費者等の関係者が意見を表明する機会の確保

図 １－ ２　食品安全行政（リスク分析手法）
出典）厚生統計協会編：「国民衛生の動向2019/2020」より作成
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３ ．国内における食品衛生の組織と行政

３．１　食品衛生行政機関

厚生労働省の医薬食品局食品安全部では，食品衛生法に基づき，国内食品はもとよ
り輸出入食品などの安全を期する行政が行われている。また，2009（平成21）年に内
閣府の外局として設置された消費者庁では，食品の安全について農林水産省・厚生労
働省とともに食品衛生行政を担うこととなった。

また，食品安全基本法の制定に伴い，従来の食品衛生法の一部が改正され，国，地
方公共団体では，規格基準の見直し，整備が図られている。すなわち，農薬の残留規
制の強化とポジティブリスト制の導入（p.145参照），食品監視体制の強化，HACCP
の義務化によって，食品のリスクの低減を図ることになった。

都道府県および人口50万人以上の政令指定都市では，国とほぼ同様の名称のもとに，
法あるいは自治体独自に定めた条例や指導基準による行政を行っている。

第一線の機関である保健所には，衛生課食品衛生係などがあり，都道府県あるいは
市に所属する食品衛生監視員が地域の食品製造所，販売店および飲食店などの指導と
監視を行っている。戦前の食品衛生行政では，事故がときに犯罪に結びついた例もあ
り，警察による取り締まりの色彩が濃かった。戦後は指導行政に中心を置き，一般の
社会に重大な危険や不安をもたらす犯罪行為がある場合にはじめて警察による取り締
まり措置が講ぜられる。しかし，社会の高度化と複雑さが増すにつれ，最近では再び
毒劇物などを商品に混ぜ，企業を恐喝するなどの悪質な犯罪もあらわれ，また，食品
表示を偽装する事件も発生するなど，食品衛生の実際のむずかしさを示している。

３．２　食品衛生法による衛生行政
食品衛生法は憲法第25条を受け，これを具体化した法律であり，公衆衛生の向上お

よび増進に寄与する種々の手段や施策のなかでも，特に飲食に起因する衛生上の危害
の防止に限定して定められているもので，飲食に関する衛生規制法ということができ
る。

食品衛生法のもとに，日常行政の実際としては，次のようなことが行われている。
①　食品の製造，加工から消費者の手に渡るまでのすべての過程が清潔で，衛生的

に行われるよう指導し，必要な措置を講ずる。
②　腐敗，変敗した食品，未熟な食品を販売しないよう指導，排除する。
③　有害化学物質や悪質な食品添加物などが利用されないようにする。
④　人の健康を害する病原微生物などに汚染された食品，あるいは汚染されたおそ

れのある食肉などを排除する。
⑤　食器その他の容器，包装は清潔で，有害な物質を含まないように注意する。
⑥　公衆衛生の見地から，食品，食品添加物，容器包装等についての品質規格，製
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